
様式第 18 号(第 31 条関係) 

 
文化環境保存区域内における行為着手届 

年　　月　　日 
　　上郡町教育委員会　あて 

届出者　住　所　　　　　　　　　　 
氏　名　　　　　　　　　　 
電　話　　（　　　）　　　 

　　 
　　 
　　上郡町環境保全条例第60条第３項の規定により、下記のとおり届け出ます。

 

　

1 行 為 地 　 3 建築物その他の工

作物が仮設の場合

は仮設期間

年　　月　　日から 
年　　月　　日まで

添　　　　付 
書　　　　類 
（各2部）

　

 2 行 為 の 期 間 着手　　年　　月　　日　　　完了予定　　年　　月　　日

 
4 現 状 の 説 明

(1)　現況地目　(ア)田　(イ)畑　(ウ)宅地　(エ)山林　(オ)原野　(カ)その他(　　　　　)　年　月ごろから 
(2)　既存建築物等の敷地の　(ア)内　(イ)外　　(3)隣接地の現況(　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

 

　 (1)

 
 
 
 
 
建築物

その他

工作物

の

新 築 
 
改 築 
 
増 築

　 申請の部分 既存の部分 合 計 構 造 造地上　階　地下　階建
付 近 見 取 図 
(1/3000以上) 

配 置 図 
(1/200以上) 

平 面 図 
(1/200以上) 

立 面 図 
(1/200以上) 

断 面 図 
(1/200以上) 

矩 計 図 
(1/50以上)

 種 類 及 び 用 途 　 　 　
屋 根 材 料 　

 
敷 地 面 積 　 　

平方 
メートル  

外 壁 仕 上 方 法 　  
建 築 面 積

平方 
メートル

平方 
メートル

平方 
メートル

 
延 べ 面 積

平方 
メートル

平方 
メートル

平方 
メートル

色彩

屋根 　

 
高 さ の 最 高 メートル メートル 　

 
外壁 　  棟 高 の 最 高 メートル メートル 　

 

　

５
　

行

為

の

種

類

及

び

内

容

(2)　土地の区画形質の変

更 
 
(3)　土石類の採取 
 
(4)　水面の埋立 
 
(5)　屋外で物を集積し又

は貯蔵すること 
 
(6)　鉱物の掘採

行 為 の 目 的 　 採 取 の 方 法 　 付 近 見 取 図 
(1/3000以上) 

地 形 図 
(1/1000以上)平

面 図 
(1/600以上) 

断 面 図 
(1/600以上) 

法 面 断 面 図 
(1/50以上)

　

 

規

模

行為面積及び行

為地を含む一団

地の面積 平方メートル　　平方メートル
跡地の処理方法 　

 行為によって生

ずる法高(のりだ

か) メートル

 
長　さ、幅　員 
その他

　 採 取 量

立方メートル

 

( 7 )　 木 竹 の 伐 採

伐 採 区 分
(ア)森林の伐採　(イ)独立木の伐採 
(ウ)その他(　　　　)

樹種、樹高及び

樹齢
メートル約　年

付 近 見 取 図 
(1/3000以上) 
 
地 形 図 
(1/2500以上)

 
伐 採 の 理 由 　

1.5メートルの

高さにおける幹

の周囲 メートル

 伐 採 本 数 本

 伐 採 面 積 平方メートル

跡地の処理方法 　
 伐 採 方 法 (ア)皆伐　(イ)択伐　(ウ)その他(　　)

 

　 　

(8)　建物その他の工作物

の色彩の変更

変 更 の 理 由 　 付 近 見 取 図 
(1/3000以上) 
 
立 面 図 
(1/200以上)

　

 変 更 部 分 屋 根 壁 面 門 へ い 煙 突 橋 鉄 塔 　 　 　 　

 変 更 部 分 の 面 積
平方 

メートル

平方 
メートル

平方 
メートル

平方 
メートル

平方 
メートル

平方 
メートル

平方 
メートル

平方 
メートル

平方 
メートル

平方 
メートル

平方 
メートル

 
現 在

色 彩 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

 材 料 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

 
変 更 後

色 彩 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

 材 料 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

 
(9)　屋外広告物の表示又

は掲出

目 的 　
地上から広告物の上部ま

での高さ メートル

常置、又は臨時の

別
常置・臨時

 
大 き さ 及 び 形 態 　 色 彩 　

照明、又はネオン

の有無
有・無

 (変更届出の場合には、変更後のものを赤字で該当欄の上段に、変更前のものを黒字で下段に記載してください。)

 

　

(処理欄)

　

 　


